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○事業主へ賃金等の報告の配布

○事業主から賃金等の報告の回収（随時）

○賃金等の報告点検、納入通知書の作成・通知、申告書内訳作成

○申告書の送付（５月下旬）

○申告書の作成

○保険料の徴収、領収書の交付

～

○国（労働局）へ申告書等の提出、
　保険料等の納付

１．年度更新事務の流れ

保険料等の納付

納付書を申告書から切り離し、金融

機関に納付してください。

なお、口座振替納付を利用している

事務組合については、切り離した納付

書は破棄してください。

申告・納付期限

７月１０日

７月１０日が土日にあたるときは、翌

開庁日が納期限となります。

なお、口座振替納付を利用している

事務組合については、納付期限のみ

９月６日となります。

申告書

申告書内訳

事務組合国 委託事業場

申告・納付

業種に応じ

❶❷❸を

作成し、

事務組合に

提出

は労働局に提出するもの※

❶賃金等の報告

建設・林業以外

❷一括有期事業総括表

❸一括有期事業報告書

建設・林業

◆ 作成書類のイメージ

（P15or17）

（P14or16）

（P8）

（P11）

（P10）

（P9）

（P9）

納入通知書

領収書

￥

保険料等

各様式の事業主氏名欄は、必ず委託

事業場の方が記入してください。
押印省略はできます。

❶❷❸

６／１

７／１０
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２．労働保険料等の算定 

 

 

労働保険料等は委託事業主から提出される「賃金等の報告」「一括有期事業報告書」 

及び「一括有期事業総括表」に基づき確定保険料と一般拠出金及び概算保険料を算定 

します。 

（１）労災保険 

① 労災保険率は事業の種類に応じ「労災保険率表」のとおり定められていま 

す（33 ページ参照。）。 

② 第 1 種特別加入保険料算定基礎額は「特別加入保険料算定基礎額表」のとおり 

年定額となっていますが、保険年度の中途に新たに特別加入が認められた場合 

及び保険年度の中途で特別加入を脱退した場合については、すべて当該保険年度 

における特別加入期間に応じた月数分の保険料算定基礎額となります。 

具体的には次ページの特別加入保険料算定基礎額月割早見表を使用して、下記 

の月割計算例を参考に算定してください。 

なお、労働保険料・一般拠出金申告書及び申告書等内訳の提出（増減訂正 

報告・修正申告を含む。）にあたって、特別加入者の月割対象者がいる場合は、 

18 ページの「特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳」を必ず作成し、 

添付してください。 

【月割計算例】 
令和 7 年 9 月 30 日付け委託解除となった事業場で、前年度から特別加入者が 

2 人（給付基礎日額が 5,000 円と 3,500 円）の場合 

イ 5,000 円 × 365 日 ÷ 12 ＝ 152,083.333… → 152,084 
（少数点以下第 1 位切り上げ） 

152,084 × 6（4～9 月）＝ 912,504 

ロ 3,500 円 × 365 日 ÷ 12 ＝ 106,458.333… → 106,459 
（小数点以下第 1 位切り上げ） 

106,459 × 6（4～9 月）＝ 638,754 

ハ 912,504 ＋ 638,754 ＝ 1,551,258          1,551,000円（〇） 
                    （千円未満切り捨て） 

※ 複数人の場合は、合計を出してから千円未満を切り捨ててください。 

 

（誤った計算） 

イ 912,504 円 → 912,000 円 

ロ 638,754 円 → 638,000 円 

ハ 912,000 + 638,000 ＝ 1,550,000 円（×） 

※ イ、ロの個人ごとの計算時に切り捨ててから合計すると誤った額になります 

個人の計算時に千円未満切り捨て（×） 
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（２）雇用保険 

雇用保険率一覧表 
 

○ 令和７年度（令和７年４月１日～令和８年度３月 31 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜令和８年４月１日から、以下の内容に変更の予定があります。＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ロの農林水産の事業のうち、牛馬の育成、養鶏、酪農、養豚、園芸サービス、 
内水面養殖の事業及び雇用保険法第 6 条 6 号に規定する船員が雇用される事業は、 

イの事業区分に該当します。なお、園芸サービスは一元適用事業となります。 

 【高年齢労働者の保険料免除】※ 終了しています。 
   年度当初（４月１日）に満６４歳以上の者については、雇用保険に係る一般保険料

が労使双方とも免除されておりましたが、当該制度は令和 2 年度概算保険料の 
算出より廃止されております。 

 【雇用保険マルチジョブホルダー制度】 
令和 4 年 1 月から、複数の事業所で勤務する 65 歳以上の労働者が、そのうちの 

２つの事業所での勤務を合計して加入要件を満たす場合に、特例的に雇用保険の 
被保険者となるようになりました。 
この場合、雇用保険の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します 

ので、申告漏れにご注意ください。 
 

（３）一般拠出金 

一般拠出金額は、労災保険にかかる賃金総額（特別加入を除く。）に一般拠出金 
率（0.02／1000）を乗じます。 

  

 
 
 
 

事業の種類 ①＋② 
保険率 

負担割合 

①事業主 ②被保険者 

イ．一般の事業 14.5／1000  9／1000 5.5／1000 

特 
掲 
事 
業 

ロ．農林水産・清酒製造の事業 16.5／1000 10／1000 6.5／1000 

ハ．建設の事業 17.5／1000 11／1000 6.5／1000 

 
 
 
 

事業の種類 ①＋② 
保険率 

負担割合 

①事業主 ②被保険者 

イ．一般の事業 13.5／1000  8.5／1000 5／1000 

特 
掲 
事 
業 

ロ．農林水産・清酒製造の事業 15.5／1000  9.5／1000 6／1000 

ハ．建設の事業 16.5／1000 10.5／1000 6／1000 
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（４）建設の事業の労災保険料等の算定 

【確定保険料・一般拠出金】 

◎「一括有期事業報告書」の留意事項 

① 確定精算の対象となる事業は、令和 7 年度中（令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 

3 月 31 日）に終了した工事請負金額が 1 億 8 千万円未満（消費税を除く）で、 

かつ概算保険料が 160 万円未満のすべての元請負工事です。なお、一括された 

個々の事業について、その後、事業の規模の変更等があった場合で、上記 

金額以上となった場合であっても、そのまま一括有期事業として取扱います。 

② 令和 7 年 3 月 31 日以前に開始し、令和 7 年度中（令和 7 年 4 月 1 日～令和 

8 年 3 月 31 日）に終了した一括有期対象事業（元請工事分）も含め、もれなく 

記入してください。 

③ 工事台帳、工事経歴書、総勘定元帳等関係書類により、請負代金の変更、追加、 

付帯工事、支給材、控除物等の有無を十分確認し、算入もれのないよう注意して 

ください。 

④ 一括有期事業総括表による「事業の種類」かつ「事業開始時期」ごとに取りま 

とめ、別葉に記入報告してください。 

 

◎「一括有期事業総括表」の留意事項 

「一括有期事業報告書」の記入終了後、「一括有期事業総括表」で事業の種類、 

かつ事業開始時期ごとに取りまとめ、確定保険料等を算出します。 

  ※ 一般拠出金を算出する場合は、事業（工事）開始時期が平成 19 年 4 月 1 日 

以降のもののみを対象として記入し、申告してください。 

申告書等内訳の記入については、14～17 ページに準じて作成してください。 

 

◎ 保険料等算定上の注意事項 

① 建設事業における労災保険料の算定方法は、次の 2 つの方法があります。 

ア 工事に従事したすべての労働者（下請負を含む。）に対して支払われた賃金 

が正確に把握されていれば、その支払賃金の総額をもとに算出します。 

イ アの方法が困難な場合には、特例により、その工事の請負金額（消費税を除く） 

に事業の種類ごとに定められた「労務費率」を乗じて得た額を賃金総額とみなし

て算出します。 

なお、消費税率の引き上げ及び労務費率の改定に伴い、工事の開始時期に 

より計算方法が異なりますのでご注意ください。（6 ページ参照） 

② メリット制適用事業については、「一括有期事業総括表」の「メリット料率」欄

に当該率を記入（手書き）し、保険料等を算出してください。 
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【概算保険料】 

令和 8 年度の賃金総額の見込額が、前年度の確定保険料の基礎となった賃金総額の

1／2 以上 2 倍以下となる場合は、その前年度の賃金総額（または当該額の算定に用 

いた請負金額を用いて算定される額）を令和 8 年度の賃金総額の見込額とし、概算保 

険料を算出します。前年度確定額が 0 円であったとしても、概算保険料については 

見込額を算出の上で申告してください（0 円では申告しないでください。）。33～34 

ページの労災保険料率及び労務費率を参考に、概算保険料を計算してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）立木の伐採の事業の労災保険料等の算定 

【確定保険料・一般拠出金】 

◎「一括有期事業報告書」の留意事項 

① 確定精算の対象となる事業は、令和 7 年度中（令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 

3 月 31 日）に終了した素材の生産量が 1,000 立方メートル未満で、かつ概算 

保険料が 160 万円未満のすべての立木の伐採の事業です。 

  ② 令和 7 年 3 月 31 日以前に開始し、令和 7 年度中（令和 7 年 4 月 1 日～令和 

8 年 3 月 31 日）に終了した事業の報告もれに特に注意してください。 

③ 山林台帳、総勘定元帳等関係帳簿により、最終的な素材の生産数量、支払賃金等

を十分確認し、算入もれのないよう注意してください。 

④ 製薪炭業、下刈り等「その他の林業」に該当する事業は、一括有期事業の適用 

はありません。このような事業を併せて行っている場合は、別に保険関係を成立 

させ申告・納付する必要がありますので、特に注意してください。 

 

ケース

Ａ

Ｂ

Ｃ

A

B

C

 あり
（請負金額に105/108を乗じる）

保険関係成立
消費税に係る

暫定措置の適用
請負金額

平成27年4月1日以降  なし 消費税等相当額を含まない

H24.4.1 H25.10.1 H27.4.1 R7.4.1

消費税等相当額を含む

一括有期事業における消費税に係る暫定措置の適用等について

平成24年4月1日～
　　　　　平成25年9月30日

 なし

平成25年10月1日～
　　　　　平成27年3月31日
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◎「一括有期事業総括表」の留意事項（電算のみ） 

  「一括有期事業報告書」の記入終了後、「一括有期事業総括表」にとりまとめ 

記入します。 

㊟ 保険料等は、実際に労働者に支払った賃金によって計算してください。 

※ 一般拠出金を算定する場合は、事業（工事）開始時期が平成 19 年 4 月 1 日 

以降のもののみを対象として記入し、申告してください。 

申告書等内訳の記入については、14～17 ページに準じて作成してください。 

 

【概算保険料】 

令和 8 年度の賃金総額の見込額が、前年度の確定保険料の基礎となった賃金総額の 

1／2 以上 2 倍以下となる場合は、その前年度の賃金総額を令和 8 年度の賃金総額の 

見込額とし、概算保険料を算定します。前年度確定額が 0 円であったとしても、 

概算保険料については見込額を算出の上で申告してください（0 円では申告しないで 

ください。）。 

33 ページの労災保険料率を参考に概算保険料を計算してください。 
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組様式第7号（甲）

所

掌

1 1 3 * * * * * * * * * * *

令和  8年　6月 12 日

さいたま市中央区新都心11-＊

埼玉協議会　理事長　埼玉　太郎

算定方法

　　

令和 　8 年　6 月 26 日

№ 　１

一
連
番
号
も
忘
れ
ず
に
！

労働保険事務組合の

名　称

所在地

領収年月日　

代表者

労働保険事務組合　埼玉協議会

さいたま市中央区新都心１1-＊

理事長　埼玉　太郎　　　　　　　　　　　　　　　　

¥152,536計

¥551

¥151,985

拠
出
金

内
　
　

　

　
訳

一般拠出金

追 　徴　 金

延 　滞 　金

概算保険料
全・①・２・３

確定保険料

追 　徴　 金

延 　滞 　金

保
険

料

労働保険料等領収書（控）

種　　　別 受　領　金　額 摘　　　要

4 5

上記の金額を受領しました。

6 1 5

委託事業主の

金 Ұ 1

氏　　名 さいたま製作所

労働保険

番　　　号 ＊
枝番号

1 1 3 ＊ ＊
府　県 所掌

住　　所

＊
基　幹　番　号

＊

さいたま市浦和区春日1-1-＊

＊ ＊
管　轄

＊ ＊ ＊＊

一　般
551拠出金 27,555

0.02

1,000

還付額
202,654

202,654

期

別

納

付

額

区　分

第２期

第３期

概算保険料額

202,655

202,654

202,654

165,330

70,080

607,963

165,330

77,742

391,920

加　入

労働保険事務組合

令和７年度確定 令和８年度概算

第１期

合　　　　　　計

雇　用

各期納付額

151,985

27,029

627,330

6

1,000

14.5

合　　　　　　計

全　期

50,670

一般拠出金

差

引

額

充当額

労働保険料等納入通知書　　（事業主控）

申告済概算保険料
678,000

労　災

11,680

27,029

基幹番号 枝番号

住所

364,891

12,957
6

1,000

13.5

27,555
6

納
入
通
知
書

名　称

労　災

賃金総額

特　別

 さいたま製作所氏名

1,000

特　別

の

27,555
6

1,000

領
収
書

雇　用
1,000

組様式第8号

料率

不足額

賃金総額

概算保険料

1金 Ұ

料率

1,000

料率 確定保険料

4

上記金額を 労働保険料第　 1期分及び一般拠出金として令和　7　年　6　月　30　日ま でに当事務組合に納入してく ださい。

8 58

番　　　号

 さいたま市浦和区春日1-1-＊
委託事業主の

委託事業主から
労度保険料等の
交付を受けたら
必 ず 、 領収書を
発行してください。

賃金総額

労働保険

事務組合

労働保険

7

府県 管轄

所在地

加　入

殿

万 千 百 十 円

千円 千円円 円

① ⑥

②

③(②-①)

④(②-①又は②-①-③)

⑤(①-②)

⑦(⑥÷3）

⑨(⑥÷３)

⑪(⑥÷３)

⑧(⑦-③又は⑦+⑤)

⑩

⑫

円

円千円※

(注）※については、労災保険に係る賃金総額と同額を記入してください。ただし、

平成19年3月31日以前に成立した有期事業は、一般拠出金算定対象とはなりま

せんので、当該有期事業分を差し引いた賃金総額を記入してください。

円

殿

万 千 百 十 円

円

労働保険料等算定
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②  ☆                         の記入例 

 

令和７年度中に終了した元請工事がない場合は、報告書及び総括表の提出は必要ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 一括有期事業報告書は、一括有期事業総括表による「事業の種類」ごとに別葉とし、「事業開始時期」 

ごとに分けて記入してください。 

「請負代金の額」欄は、６頁を参照した金額を記入してください。 

※ 一般拠出金を算定する場合は、事業（工事）開始時期が平成 19 年 4 月 1 日以降のもののみを対象として 

記入し、申告してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 括 有 期 事 業 報 告 書

一 括 有 期 事 業 総 括 表

様式第７号（第34条関係）　（甲） 労　働　保　険

所掌

① ②

6 年 11 月 1 円 円 円

7 年 9 月 30

7 年 7 月 1

8 年 2 月 28

7 年 8 月 1

8 年 1 月 31

年 月

年 月

年 月

年 月

前年度中（保険関係が消滅した日まで）に廃止又は終了があったそれぞれの事業の明細を上記のとおり報告します。

郵便番号（ )

年 月 日 電話番号（ - - )

労働局労働保険特別会計歳入徴収官　殿 さいたま建設㈱　代表取締役　さいたま太郎

（法人のときはその名称及び代表者の氏名）

〔注意〕

　社会保険労務士記載欄は、この報告書を社会保険労務士が作成した場合のみ記載すること。

  

7,935,000

住　所

7,245,000

(6,000,000)

埼玉 氏　名

330 - 006＊

令和８ 4 15 048 ＊＊＊ 8609

(6,000,000)

31,500,000 31,500,000

事業の種類
  35 建築事業
（既設建築物設備工事業を除く）

計

南邸増築工事
春日部市南
３ー１０ー＊＊

日から

日まで (6,000,000) (6,000,000)

小計
日から (6,000,000)

日まで

1 0 1 9 ＊

10,500,000

＊ ＊ 5 0 0

 ㋺請負代金に

加算する額

川口ハイツ増築工事 他２件
川口市川口
２ー１０ー＊

日から

日まで

浦和邸新築工事
さいたま市浦和区
岸町１ー４ー＊＊

日から

日まで 21,000,000

10,500,000 23 2,415,000

21,000,000 23 4,830,000

労 働 保 険 番 号

府　県 管　轄 基　幹　番　号 枝 番 号

1

㋑請負代金の額 ㋥請負金額
労 務
費 率

賃  金  総  額

1

事　業　の　名　称 事業場の所在地 事  業  の  期  間

請 負 金 額 の 内 訳 ③

＊1 1
枚のうち 1

事業主控一 括 有 期 事 業 報告 書 （ 建設 の事 業）

計　7,935,000

日から

日まで

㋩請負代金から

控除する額

(690,000)

枚目

(690,000)

31,500,000

さいたま市浦和区常盤５ー８ー＊＊

事 業 主

社 会 保 険

労 務 士

記 載 欄

作 成 年 月 日 ・

提 出 代 行 者 ・

事 務 代 理 者 の 表 示

氏 名 電話番号

開始時期が令和 7 年 3 月 31 日以前で 
あっても、令和 7 年度中に終了した元請 
工事は、もれなく記入してください。 

請負金額 500 万円未満の工事は 
取りまとめて記入できます。 

確定保険料申告の際には 提出用 を提出してください。

賃金で算定した工事は、このように 
カッコ書きで記入してください。 

「㊁請負金額」欄の額に労務費率(％)を 
乗じて得た額を、１円単位まで記入して 
ください。 
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別添様式

注

4 3 2 1

② ③

)

- - )

月

事業主

          ・・・
◎　「一括有期事業総括表」の留意事項

　「一括有期事業報告書」の記入終了後、「一括有期事業総括表」で「事業の種類」かつ「事業開始時期」ごとに取りまとめ、確定保険料・一般拠出金を算出します。

　※　一般拠出金を算出する場合は、事業（工事）開始時期が平成19 年４月１日以降のもののみを対象として記入し、申告してください。

(6,000,000)
31,500,000

別添一括有期事業報告書の明細を上記のとおり総括して報告します。

平成30年3月31日

以前のも の
37 その他の建設事業

平成27年3月31日

以前のも の

36

機械装置

の組立て又

は据付けの

事業

組立て又は取付け

に関するも の

その他のも の

合　　　計 7,935

令和６年3月31日

以前のも の

21

（法人のときはその名称及び代表者の氏名）

社

会

保

険

労

務

士

記

載

欄

作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 氏　　　　　　　　　名 電　　　話　　　番　　　号

さいたま市浦和区常盤５ー８ー＊＊住 所

埼玉 労働局労働保険特別会計歳入徴収官　殿

さいたま建設㈱　代表取締役　さいたま太郎氏 名

4 15年 日

郵便番号( 330 - 006＊

電話番号( 048 ＊＊＊ 8609

7,935
千円 1000分の

158
円

0.02

一

般

拠

出

金

と

は

、

石

綿

に

よ

る

健

康

被

害

の

救

済

に

関

す

る

法

律

第

3

5

条

第

１

項

に

基

づ

き

労

災

保

険

適

用

事

業

主

か

ら

徴

収

す

る

拠

出

金

を

指

す

。

78,382

（①を除いた合計） 一般拠出金率
一般拠出金額

（②×③）

平成19年3月31日

以前のも の

①

令和６年4月１日

以降のも の
23

15

24
17

1923

平成30年3月31日

以前のも の
22

6.5
令和６年3月31日

以前のも の
21

平成27年3月31日

以前のも の
7.5

令和６年4月１日

以降のも の
6

38
令和６年4月１日

以降のも の
6

平成30年3月31日

以前のも の
40

6.5

38 7.5
平成27年3月31日

以前のも の

令和６年3月31日

以前のも の

12

平成30年3月31日

以前のも の
23

平成30年４月１日

以降のも の

38 既設建築物設備工事業

平成27年3月31日

以前のも の
22

平成30年４月１日

以降のも の

13

15

75,3827,935 9.5

平成30年3月31日

以前のも の
23

35 建築事業

平成27年3月31日

以前のも の
21

11

34 鉄道又は軌道新設事業

令和６年4月１日

以降のも の
19

令和６年3月31日

以前のも の
24

9

平成27年3月31日

以前のも の
23

平成30年3月31日

以前のも の
25 9.5

17

平成30年４月１日

以降のも の
17

平成30年3月31日

以前のも の
9

10

33 舗装工事業

平成27年3月31日

以前のも の
18

32 道路新設事業

平成27年3月31日

以前のも の

平成30年４月１日

以降のも の
19

平成30年3月31日

以前のも の
11

20

前

年

度

に

メ

リ
ッ

ト

制

が

適

用

さ

れ

た

事

業

に

つ

い

て

は

、

メ

リ
ッ

ト

料

率

を

記

入

の

う

え

確

定

保

険

料

を

計

算

す

る

こ

と

。

一

括

有

期

事

業

報

告

書

（

様

式

第

７

号

（

甲

）

）

に

記

入

し

た

事

業

（

工

事

）

を

、

事

業

の

種

類

ご

と

に

合

算

し

、

本

表

に

よ

り

確

定

保

険

料

を

計

算

す

る

こ

と

。

令和６年4月１日

以降のも の
19 34

一

般

拠

出

金

は

事

業

（

工

事

）

開

始

時

期

が

平

成

1

9

年

４

月

１

日

以

降

の

す

べ

て

の

事

業

（

工

事

）

を

徴

収

対

象

と

す

る

。

16

1000分の

令和６年3月31日

以前のも の

保険料率
保  険  料  額

基準料率 ﾒﾘｯﾄ料率

31
水力発電施設、ずい道等新設事業

平成27年3月31日

以前のも の

円
18

円

89
平成30年3月31日

以前のも の
19 79

千円 1000分の

事 業 の 種 類 事業開始時期 請  負  金  額
労務

費率 賃  金  総  額

＊ ＊ ＊ 5 0 0

令和 ８

労 働 保 険 等 事業主控
令和 ７ 年度一括有期事業総括表　（建設の事業）

労 働 保 険 番 号
府  県 所掌 管  轄 基  幹  番  号 枝  番  号

一括有期事業報告書 1 枚添付

1 1 1 0 1 9 ＊ 1

業種

番号

単位はパーセントに

なりますので、計算

する場合は１００で
割ってください。

単位は千円になり

ますので、千円未

満は切り捨てくだ
さい。

メリット制が適用

されている場合に、

使用してください。

確定保険料申告の際には 提出用 を提出してください。
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③ ☆総コンシステム利用の賃金等の報告（一括有期用）の記入例 

総合コンピュータシステムの留意事項 

・ 元請があった工事の「業種番号」に○をつける。 

・ 「4.常時使用労働者数」を記入する。 

・ 「6.新年度賃金見込額」の該当する箇所に○をつける。２に○をつけた場合、 

変更した額を記入する。３に○をつけた場合は、委託解除年月日を記入する。 

・ 「7.延納の申請」の選択する方に○をつける。 

※ 委託解除の場合は一括納付のみ。 

・ 特別加入者がいる場合、該当する「適用月数」及び、「希望する基礎日額」を 

記入する。 
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組機様式第8号

住所 〒 330-00**

さいたま市浦和区常盤5-8-**

事業主名 殿 浦和建設会

3.一括有期

事業報告書 枚添付

人分

確定 概算

01 12

№ 特別加入者の氏名

円

埼玉 労働局労働保険特別会計歳入徴収官　殿

円

1期

2期

円 円

円

円

円 円

円 円

④

特別加入者

その他のも
の

特別加入者の氏名
承認された 適用月数

基礎日額 確定 概算特別加入者の氏名
承認された 適用月数

基礎日額 確定

 浦和　太郎 1 4

承認された

基礎日額
円

000 00

円

基礎日額

希望する

12 12

適用月数

0

①

②

③

④

31

水力発電施設
ずい道等新設

事業

32

①
道路新設事業

②

建
　
　
設
　
　
業

37

①
その他の建設

事業 ②

③

④

①

②

③

④

36

機械装
置の組
立又は
据付け
の事業

組立又は
取付に関
するもの

業種
番号

事 業 の 種 類
開始
時期

保 険 料 等

*1 円 千円 円

労務
比率

2. 賃 金 総 額
労 災

保険料率等
メリット
料 率

②

③

④

①

②

③

③

④

33

①
舗装工事業

②

③

④

34

①
鉄道又は軌道

新設事業 ②

③

④

①
既設建築物設

備工事業 ②

③

35

①
建築事業

概算

保険料計

一般拠出金

№

円

26,438

22

23

円

円

円円

円

528

251,161

円

円 円

円

希望する

基礎日額

希望する

基礎日額

＊

予備欄3

＊

円円

予備欄2予備欄1
円

№

円

円

円 円

＊ ＊

3期
円 円 円

＊ ＊

円

作成者氏名

1. 請 負 金 額

府　県 所掌 管　轄 基　 幹 　番 　号 枝　番

1 1 1 ＊ ＊ 9 ＊ ＊ ＊ ＊ 5 0 0 1

18

18

17

23

25

24

19

21

23

23

23

労働保険番号

18

19

19

19

20

20

19

19

11

9.5

9.5

13

労働保険料等
算 定 基 礎 賃 金 等 の 報 告

一 括 有 期 事 業 総 括 表

5.事業の概要

6.5

6.5

89

79

62

34

16

11

11

11

10

9

9

9

17

9.5

9

7.延納の申請

1.一括納付

2.分納(3回)

6.5

6

19

17

22

21

21

23

24

24

23

6.5

円

1.前年度と同額

2.前年度と変わる

千円

3.委託解除年月日
年 月 日

4.委託解除拠出金納付済

②Ｂ 平成27年4月1日～

平成30年3月31日

③Ａ 平成30年4月1日～

令和6年3月31日

④Ｉ 令和6年4月1日～

＊2.特別加入者・保険料

    算定基礎額の計

21

1 4 9 5 0 0 0

①Ｃ 平成25年10月1日～

平成27年3月31日

＊1.開始時期

15

15

12

12

7.5

26,438 251,161

15

15

6

7.5

頁

事業場名 うらわ建設（株）

代表取締役　浦和　太郎 事務組合名

4.常時使用労働者数

6.新年度賃金見込み額

人

3501

5

事業場ＴＥＬ： 048-832-**** （ＴＥＬ：048-832-****　　　　　　　　  ）

9

17

0

代表取締役　浦和　太郎

別途一括有期事業報告書の明細及び算定基礎賃金等を
上記のとおり総括して報告します。

令和 年 月 日8 4 15 事業主氏名 うらわ建設㈱

計 114,950,000

④

38

1

23

23

38

40

38

38

浦和　花子

2 5 1 1 6 12 6 4 3 8

申告済概算保険料＊2

410,000

0.02

該

当

す

る

業

種

番

号

を

〇

で

囲

む

記 入 漏 れ の 無 い よ う に 注 意 す る こ と
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人

件 21 Ⓑ
＝

件 Ⓒ
＝

件 Ⓓ
＝

件

（郵便番号　　３３０　　－　　６０＊＊　　　）
電話番号（０４８）－６００－ ＊＊＊＊  番

件 21 Ⓑ
＝

件 Ⓒ
＝

件 Ⓓ
＝

件

（郵便番号　　３３０　　－　　６０＊＊　　　）

電話番号（０４8）－６００－ ＊＊＊＊  番

18,079

243,961

（特）

1,018

（注） 特別加入者の月割対象者がいる場合は、「特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳」（ P20参照。

所沢　三郎

組様式第６号（甲）

（特）

労災

保険
率

⑩

003

002

391,920

20,862

27,029

3

14.5

1,234,653

労

災
Ｂ

雇

用

（－）

⑨＋⑫の額を④欄の「常時使用労働者数」（雇用保険のみ成立している事業につ
いては、⑤欄の「被保険者」数）に基づき「１５人以下」、「１６人以上」の規模区分の
該当する欄に記入してください。

労働
保険
番号

の枝
番号

795,345

所沢　三郎

32

※⑭（一般拠出金算定に係る賃金総額）については、⑦（労災保険に係る賃金総額）の（－）と同額を記入して下さい。ただし、平成１９年３月３１日以前に成立した一括有期事業については、一般拠出金算定対象とはなりません。

代表者の氏名

1,216 1,078,459 439,308

98 5

834,387

計Ⓖ

1,147,506

乙

小　　　　　　　計

105

氏 名

労 働 保 険
労働保険事務組合　　埼玉協議会事 務 組 合 の 名 称

理事長　　埼玉　太郎
事 務 担 当 者

9

甲

2 件

3
387,620

件

5,632,401

さいたま市中央区新都心１１－＊所 在 地

6,108,696

件

14.0×（　　         　　）

計Ⓔ

計Ⓖ
9,525,024

11,880,285

円

件

9.0×（  　　　　   ）

13.0×（　　         　　）

Ⓕ Ⓗ ⓀⒶ

11,693,659

Ⓜ両

保
Ａ

27
件32 618 件

Ⓘ

計

Ａ

Ｂ

Ⓙ

5,598,798 6,094,861

2,216,073

11,741,097

Ⓛ

18,183

Ⓜ

※⑭（一般拠出金算定に係る賃金総額）については、⑦（労災保険に係る賃金総額）の（－）と同額を記入して下さい。ただし、平成１９年３月３１日以前に成立した一括有期事業については、一般拠出金算定対象とはなりません。

労 働 保 険

1１×（　　         　　）

⑲

件

件

Ⓐ

件

60,853

ⓀⒿ
4

小　　　　　　　計

件

Ⓛ

（特）

（計）

件

⑯

確定保険料

一般保険料

第1種特別

加入保険料

（※） (⑭× 0.02/1000)

賃金総額 一般拠出金

申告済概
算保険料

合計額（⑨＋⑫）

(規模区分別）
⑪

（－）

96,442

保険料
（⑦×⑧）

40,880

（特）

（計）

62,586

（－）

（計）

137,322

62,586

④

常 時

使 用

労 働 者

⑤

被保
険者

⑫

一般保険料

（⑩の(ﾊ)×⑪）

⑦

賃金総額

⑧

( 　）

雇用

保険
率

②

事業場の名称 業　　種

③

保　険

関　係
区　分

⑥

両

保 2

Ａ

Ｂ

（－）

労

災

( 　）

（特）

雇用

労災

両保

雇用

（－）

（特）

( 　）

（特）

（計）

（－）

（計）

（特）

両保 （－）

（計）

労災

（－）

労災

（特）

雇用

（－）

労災

両保

( 　）

（計）

（特）

（－）

（特）

両保

雇用

（－）

労災

（－）

（特）

雇用

（－）両保

168,525

6

1 6

189,000
雇用

357,525

労災

14.5（－）

（特）

（計）

（－）

3

75,8611,018 20 26,997 48,8646,747

14.5

14,761

005 ㈱Ｅ社 6 1 （特）

両保

労災

0

14.5

21,508

1

両保

3

（計）

2

雇用

2

272,025

68,508

1,231

（－）

（特）004 ㈲Ｄ社 9 8 0

14.56

11,418 22811,418 272,025106,464 165,561

14.5

165,561

（－）

11,418

6
（特）

6,326

（計）

2
（特）

4

雇用

（－）

106,464

㈲Ｃ社 4 8 0 1

両保

労災

㈲Ｂ社 9 8 0 2

両保

8

雇用

労災

17

20,862 380,060

14.5

262,145 324,731 417

＊ ＊ ＊

令和７年度の年度更新時に概算保険料として申告していた額を記入してく
ださい。ただし、令和７年度の年度途中に増額訂正又は減額訂正をした
場合については、その訂正後の概算保険料額を記入してください。

円

円

454,438

一般保険料

保険料

3.5

 アルファベットと♣マークは「申告書内訳｣と「申告書」のそれぞれ
 対応する欄を示します。

労働保険番号Ａ

府県
所
掌

管轄

1 1 3 ＊
確定

円

合　　計

（⑰＋⑱）

1000分の

労災保険
雇用保険

529,242137,322 391,920

円

1000分の 14.5

一般拠出金

円

551

⑭ ⑮

第1種特別

加入を含む

令和８年度 概算

令和８年度概算保険料

⑬ ⑰ ⑱

保 険 料 ・ 一 般 拠 出 金 申 告 書 内 訳

令和７年度確定保険料・令和８年度概算保険料（増額・減額）・一般拠出金

令和７年度

基幹番号

9 ＊ ＊ ＊

千円

27,555

１５人以下 16人以上

円

（特）

3,693

1,018
（－）

3,054

円

529,242

37,956

（特）

0 1

両保

3.5

千円

27,555
（－）

（特）001 ㈱Ａ社 6 4

①

労災

雇用

7

6

労災保険 雇用保険

円 千円

11,680

1000分の1000分の

⑨

円

賃金総額

計

3 件

円
甲

乙

Ａ

Ｂ

313,1194

円

Ⓘ

計Ⓔ

1
９×（  　    　　　　　） Ⓗ

324,731

事 務 組 合 の 名 称 労働保険事務組合　　埼玉協議会 所 在 地

Ⓕ

1
雇

用

1２×（　　         　　）

822,775

代表者の氏名

さいたま市中央区新都心１１－＊

理事長　　所沢　　博
事 務 担 当 者

氏 名

  用

④ 保険料・一般拠出金申告書内訳(手書用）

円

（計） （ハ）

　 提出済である場合については㊢）を必ず添付してください。

( )

( )

令和８年1月10日委託解除

個別へ移行（川口11102123456）

令和７年１１月２０日新規成立委託 個別より
（11106281126）

令和８年４月１日 事業開始 新規委託

Ａ

Ｂ

Ａ

報奨金の算定資料となります
ので、次の区分により記入して
ください。
ただし、事務組合の母体団体

の事業場及び新年度から新規
委託の事業場は 除きます。

１人～４人・両保険

１人～４人・片保険

５人～１５人・両保険

５人～１５人・片保険

甲
Ａ

乙

Ｂ

Ａ

Ｂ

ⓐ

ⓑ
ⓓ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ

一般労働者分と特
別加入者分をそれ
ぞれ計算し合算す
る。

委託年月日、その理由、委託前
の労働者保険番号等を記入して
ください。

委託解除年月日、その理由、次
の労働保険番号等を記入してく
ださい。

「申告書」に印書の「申告済概算保
険料」と同額となっているか確認し
てください。
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8

3
3

口座振替納付事務組合は申告書
と申告書内訳の１ページ目に口座
のゴム印を押印してください。

（注意！）
　　充当額が発生した場合は、労働保険料額への充当に限らせていただきます
　（充当意思「１」）。
　　ただし、新年度の概算保険料額より充当額の方が大きく第１期から第３期
　　までの概算保険料額全てに充当して、なお余りがある場合に限り、一般拠
　　出金への充当を可能といたします（充当意思「３」）。

申　告　書

1

労　働　局　用

9 ＊＊ ＊ ＊

府　　県
所

掌
基　幹　番　号

＊1 3 ＊

管　　轄

＊

労働保険番号Ｂ

労働保険番号Ａ

と同一のもの

適　用

月　数

円 月

氏　　　　名

佐藤　太郎
佐藤　三郎
佐藤　花子

14,000
12,000
6,000

16,000
14,000
3,500

円 月

１．新　 規

２．継　 続

③ 変　 更

４．脱退等

令和６年

度からの

給付基礎
日額

令和５年

度の給付

基礎日額

適　用

月　数
区　分

熊谷　保
熊谷　栄

14,000
8,000

11/28
死亡

14,000

１．新　 規

２．継　 続

３．変　 更

４．脱退等

１．新　 規

２．継　 続

③ 変　 更

④ 脱退等

大宮　近夫
大宮　正

10,000
3,500

10,000
3,500

① 新　 規

２．継　 続

３．変　 更

４．脱退等

① 新　 規

２．継　 続

３．変　 更

４．脱退等

12
12

1/20

中途加入

10,000
3,500

１．新　 規

２．継　 続

３．変　 更

４．脱退等

１．新　 規

２．継　 続

３．変　 更

４．脱退等

＊

１．新　 規

２．継　 続

３．変　 更

４．脱退等

＊＊

１．新　 規

２．継　 続

３．変　 更

４．脱退等

１．新　規

２．継　続

３．変　更

4．脱退等

⑳
第　1　種　特　別　加　入　者

基　幹　番　号

1 1 3 ＊

労働保険番号Ｂ

労働保険番号Ａ

と同一のもの

府　　県

＊

　　　　　　　枚のうち　　　　　枚目

労　働　局　用

＊9

所

掌
管　　轄

＊

川口　一郎
川口　二郎

脱退、新規加入の場合
は適用月数を記入してく
ださい。

月割り計算の場合は、
その理由及び年月日を
記入してください。

口 座

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 1

㉙

事

業

主

さいたま市中央区新都心１１-＊

（ハ）氏　名

理事長　埼玉　太郎

労働保険事務組合　埼玉協議会

㉓保険関係成立年月日

(3)個別

（イ）住　所

法人のときは

主たる事務所

　 の所在地

㉕

事業又は
作業の種類

法人のときは

代表者の氏名

（ロ）名　称

0

令和

継 続 事 業

項
4－

987654

項

37

321

令和　8　年　6　月　11　日

第3片「記入に当たっての注意事項」をよく 読んでから記入してく ださい。

OCR枠への記入は上記の「標準字体」でお願いしま す。

円

⑲

労災保険分

－

9 8

1 日

項

20

から

(ﾛ)

⑱ 申 告 済 概 算 保 険 料 額 申 告済 概算 保険 料額

9

(ｲ)

概

算

･

増

加

概

算

保

険

料

算

定

内

訳

令和 7 年

１０００分の

(ﾍ)

(ﾛ) (ﾛ) １０００分の

4 月

※ 各 種 区 分

管轄(2) 保険関係等 業 種 産業分類

千円

4 月 1 日

申告書

項

1

標準

字体

下記のとおり申告します。

様式第６号　（第２４条、第２５条、第３３条関係）　（甲）

労働保険 概算・増加概算・確定保険料

石綿健康被害救済法 一般拠出金 （一括有期事業を含む。）

＊ ＊ －

提 出 用

種 別 ※修正項目番号 ※入力徴定コード

0 0 0

①

労働

保険

番号

都道府県 所掌 管 轄 基 幹 番 号 枝 番 号

＊1 1 3 ＊ ＊ 9
項

2 さいたま市中央区新都心１１番地２
ランド・アクシス・タワー15階

あて先　〒３３０－６０１６

05 113 9416 92

②増加年月日（元号：令和は9） ③事業廃止等年月日（元号：令和は9） ※事業廃止等理由

＊ ＊

元号

－
年

－
日月

－
日

④常時使用労働者数 ⑤雇用保険被保険者数 ※保険関係

項
3

元号

※片保険理由コード

－
年

－
項
5

月

十 万 千 百 十 人 千 百 十十 万 項

10

人 項

71 0 5
項

6

確

定

保

険

料

算

定

内

訳

⑦ 算 定 期 間

，

年 3 月

9 8 埼玉労働局

労働保険特別会計歳入徴収官殿

項

9

31 日 まで

区 分 ⑧ 保 険 料 ・ 拠 出 金 算 定 基 礎 額 ⑨保険料・拠出金率 ⑩ 確 定 保 険 料 ・一 般拠 出金 額 （ ⑧× ⑨）

から 令和 8
(注2) (注1)

一

般

拠

出

金

は

延

納

で

き

ま

せ

ん

石

綿

に

よ

る

健

康

被

害

の

救

済

に

関

す

る

法

律

第

3

条

第

1

項

に

基

づ

き

、

労

災

保

険

適

用

事

業

主

か

ら

徴

収

す

る

一

般

拠

出

金

労働保険料
(ｲ) (ｲ) １０００分の (ｲ)

1 0
項
11 9 7

項
12

千円 円
1 1 7 4

， ， ， ，

労災保険分
(ﾛ) (ﾛ) １０００分の (ﾛ)

35 6 2
項

13
千円 円， ， ， ， ，

4 0 1
項

14

雇用保険分
(ﾎ) (ﾎ) １０００分の (ﾎ)

項
18

千円

項
196 1 0

円， ，
8 6 9 6

１０００分の (ﾍ)
1

項

35
一 般 拠 出 金

（注1）

(ﾍ)

，
8 1 8 3

項

36

(ｲ)

千円

まで

⑬保険料率 ⑭ 概 算 ・ 増 加 概 算 保 険 料 額 （ ⑫ × ⑬ ）

円， ， ， ，

年 3 月 31 日⑪ 算 定 期 間 令和 8 年

労働保険料

区 分 ⑫ 保 険 料 算 定 基 礎 額 の 見 込 額

項

211 1 6 9
(ｲ)

円， ， ， ， ，
3 6 5 9

項
22

千円
5 5

円， ， ， ， ，
7 9 8

項
23

雇用保険分
(ﾎ) (ﾎ) １０００分の (ﾎ)

9 4
項

26
千円

6 0
円， ， ， ， ，

8 6 1
項

27

⑮事業主の郵便番号（変更のある場合記入） ⑯事業主の電話番号（変更のある場合記入）
⑰

－
項

28 －
項

29 3
項

30延納の申請 納 付 回数

※検算有無区分 ※算調対象区分 ※データ指示コード ※再入力区分 ※修正項目

⑧⑩⑫⑭欄の金額の前に「￥」記号を付さないで下さい。

円

㉑ 増 加 概 算 保 険 料 額
(⑭の(ｲ)-⑲)● ●●●

⑳ (ｲ) (⑱－⑩の(ｲ)) (ﾊ) (⑱－⑩の(ｲ))
30充当意思

1 円

差引額

充当額 139,188 円 円 ㉛法人番号

(ﾛ) (⑱－⑩の(ｲ))

項 ●

38円
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 項

39還付額
， ， ，

(ﾆ)今期労働保険料

((ｲ)－(ﾛ)又は(ｲ)＋(ﾊ))

(ﾎ)一般拠出金充当額

(⑳の(ｲ)(一般拠出金分のみ)

円 3,758,699

㉒
第

1

期

初

期

全

期

又

は

(ｲ)概算保険料額

(⑭(ｲ)÷⑰＋次期

以降の円未満端数)

(ﾛ)充当額(⑳の(ｲ)) (ﾊ)不足額(⑳の(ﾊ))

期

別

納

付

額

3,897,887 円 139,188 円

第
２
期

(ト)概算保険料額

(⑭(ｲ)÷⑰)

(ﾁ)充当額

(⑳の(ｲ)－22の(ﾛ))

(ﾘ)第2期納付額

((ﾄ)－(ﾁ))

円 円 18,183 円 3,776,882

㉔事業廃止等理由別紙のとおり

郵便番号 電話番号

３３０　　　＊＊＊＊

3,897,886 円 円 3,897,886
(ﾁ)充当額(⑳の(ｲ)－
22の(ﾛ)－22の(ﾁ))

円

(ｦ)第3期納付額

((ﾇ)－(ﾙ))

㉖ 加入している （ イ ） 労 災 保 険
（ ロ ） 雇 用 保 険 ㉗ 特 掲 事 業

円 円 3,897,886
(4)労働者なし

円

3,897,886

(ロ)名　　称

( イ)所在地
㉘

事

業

（ イ ） 該 当 す る

第
３
期

(ﾇ)概算保険料額

(⑭(ｲ)÷⑰)

円

(ﾍ)一般拠出金

(⑩の(ﾍ)‐㉒の(ﾎ))
(ﾄ)今期納付額((ﾆ)＋(ﾍ))

労働保険 （ ロ ） 該 当 し な い （　０４８　）　６００　　　＊＊＊＊

(1)廃止 (2)委託

(5)その他

不足額

口 座

円未満の端数は1期に

計上してください。

不足額

1:労働保険料
のみに充当

2:一般拠出金

のみに充当
3:労働保険料

及び一般拠出

金に充当

口 座

⑧欄、⑫欄は空欄として
ください。

ａ b

g

d

f

h

k

i
j

L
OCRで読み取りますので、てい

ねいに記入してください。

35
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⑤　保険料・一般拠出金申告書内訳(組機様式使用の場合）

　 ⑴　一元適用事業における一般保険料の算定について

　
・

・

　⑵　一元適用事業における一般拠出金の算定について
・

所掌 令和 7
1 1 3 ＊ ＊ 9 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 令和 8 事務組合名

甲

乙

丙

人 千円 円 千円 円 甲 円 円 円 円

乙

丙

64 01
甲

乙

丙

98 02
甲

乙

丙

48 01
人 甲

乙

丙

98 01
人 甲

乙

丙

61 16

人 甲 2

乙 1

丙 1

4

人 甲 18

2

乙 9

3

丙 6

38

組機様式第10号（続紙）

所掌

1 1 3 ＊ ＊ 9 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 　事務組合名

(円)

11,741,097 -139,1885,632,401

労働保険

一般拠出金は一般労働者の賃金総額（特別加入者は除く）×一般拠出金率により算定する。

賃金総額

令和6年11月20日 新規委託 個別より㈲Ｄ社

6,108,696

98
合　　　　　計

【 合　　　　　計 】

417
（株）Ｂ社

002

001

枝

番

号

事　業　場　の　名　称

事　業　主　の　名　称

75,861

22,526 14,781

府県 管轄 基幹番号

4,811,151 5,611,325

労働保 険 料 ・ 一 般 拠 出 金 申 告 書 内 訳

（注）①雇用保険料欄のAは一般の事業、Bは建設の事業以外の特掲事業、Cは建設の事業をあらわす。　　　②特別加入者区分欄の１は継続、２は変更、３は脱退等、４は新規をあらわす。

委託解除　R7.1.10
20,862 0.02

105 4,722,798

821,250

令和 7 年度 確定

事　業　主　の　名　称
賃 金 総 額 率 一般拠出金額

(1000分の　)

労働保険番号

枝

番

号

事　業　場　の　名　称

168,525 357,525

5,598,798 11,693,659

6,094,861

876,0003,913,699

1105-199905-1

27,555 0.02 551
（株）Ａ社

雇用保険事業所番号 業種番号

　 (千円)

32,025

189,000136,500
14.5

005

6.0

令和7年4月1日　新規委託
㈱Ｅ社

004

3.0 3.0 14.5

1104-199904-1 6,747 1,018 14,761 26,997

2
1,231 3,693 （11106281125）

2 1,018 3,054 21,508 12,216 48,864

30,660

1104-199903-1 106,464 73,653 99,168 276,147

2
6,326 37,956

㈲Ｃ社
4 11,418 68,508 272,025 345,678 68,508 176,979

6.0 6.0 14.514.5

17 20,862 62,586 380,060
3.0

令和7年1月10日　委託解除
14.5

1104-199901-1 137,322 139,236 558,185

002

8

㈲Ｂ社

1104-199902-1

003

5～15人 不足額

労働保険番号
府県 管轄 基幹番号

被保険者

規模区分確定保険料

一般賃金総額 一般保険料 一般保険料

合計小計

一般保険料

4人以下 申告済概算保険料

7

労働者
労　災　保　険 雇　用　保　険

確　　定　　保　　険　　料

労災保険 雇用保険

特別加入基礎額 特別加入保険料

概　算　保　険　料

小計 16人以上 過納額

一般保険料

年度 確定

年度 概算

枝
番

号

事　業　場　の　名　称
常時使用

事　業　主　の　名　称

保 険 料 ・ 一 般 拠 出 金 申 告 書 内 訳

雇用保険事業所番号 業種番号

特別加入保険料

001

3.5 3.5

6
11,680 40,880

㈱Ａ社

14.514.5

個別移行（11102123456）

96,442 454,438 96,442 418,949

324,731 55,329

529,242 101,833 42,794

18
82,529

230,590 293,533 313,666 833,792

324,731

30

（注）①雇用保険料欄のAは一般の事業、Bは建設の事業以外の特掲事業、Cは建設の事業をあらわす。　　　②特別加入者区分欄の１は継続、２は変更、３は脱退等、４は新規をあらわす。

27,029 391,920

18,079 262,145

11,418 165,561

小　　　　　計 529,242

834,387 1,147,506 -4,623 433,926 1,267,718

120,260

労災保険料と雇用保険料をそれぞれ個別に算定し両者を合算して労働保険料としているところであるが、徴収法第11条の趣旨に鑑み、一元適用事業
であって、労災保険の保険関係に係る賃金総額と雇用保険の保険関係に係る賃金総額が同じものについては、一般労働者に係る賃金総額×一般
保険料に係る保険料率（労災保険料＋雇用保険率）により一般労働保険料額を算定する。

上記により算定した一般保険料額を労災保険料と雇用保険料にそれぞれ記載する。なお、0.5の端数が生じた場合は、便宜上「1円」を「一般労働者に
係る労災保険料」に加算して記載する。（※総コン対応済み）

14.5

2,216,073

124,359

128,982

1,180,176

11,880,285

271,365

410,553

313,119

組機様式第１０号

27,555

62,586
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(円) (円)

1 14,000 2
2 12,000 2
3 6,000 2

1 14,000 3
2 8,000 2

1 10,000 1
2 3,500 1

1 4 ⑫
2 4 ⑫

(円)

申　告　書

労働保険事務組合　埼玉協議会

理　事　長　埼玉　太郎

事務担当者　所沢　三郎

頁

頁

第 １ 種 特 別 加 入 者

№ 氏　　名 基礎日額
区

分

佐藤　太郎 16,000
佐藤　三郎 14,000
佐藤　花子 3,500

熊谷　栄 14,000
熊谷　保（11/28死亡）⑧

川口　一郎③ 10,000
3,500

10,000
大宮　  正 3,500

労働保険事務組合　埼玉協議会

理　事　長　埼玉　太郎

事務担当者　所沢　三郎

保険事務組合 埼玉協議会

賃金総額 率 一般拠出金額
 (千円) (1000分の　　)

18,183

翌年度から

の基礎日額

事務組合　埼玉労働協会

大宮　近夫

川口　二郎③

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 1

労働保険事務組合　埼玉協議会

（ハ）氏　名

理事長　埼玉　太郎法人のときは

代表者の氏名

（ ロ ） 該 当 し な い

㉘
（イ）住　所

さいたま市中央区新都心１１-＊( イ )所在地
法人のときは

主たる事務所

事

業

　 の所在地

(ロ)名　　称 （ロ）名　称

㉖ 加入している （ イ ） 労 災 保 険
（ ロ ） 雇 用 保 険

（ イ ） 該 当 す る

㉙

事

業

主

郵便番号 電話番号

㉗ 特 掲 事 業 ３３０　　　＊＊＊＊ （　０４８　）　６００　　　＊＊＊＊労働保険

円 円 3,897,886 円

第
３
期

(ﾇ)概算保険料額

(⑭(ｲ)÷⑰)

(ﾁ)充当額(⑳の(ｲ)－
22の(ﾛ)－22の(ﾁ))

(ｦ)第3期納付額

((ﾇ)－(ﾙ))
㉔事業廃止等理由

(1)廃止 (2)委託
(3)個別 (4)労働者なし

3,897,886

3,897,886 円 円 3,897,886 円

(5)その他

3,776,882 円

第
２
期

(ト)概算保険料額

(⑭(ｲ)÷⑰)

(ﾁ)充当額

(⑳の(ｲ)－22の(ﾛ))

(ﾘ)第2期納付額

((ﾄ)－(ﾁ)) ㉕

事業又は
作業の種類 別紙のとおり

㉓保険関係成立年月日

3,758,699 円 円 18,183 円

(ﾎ)一般拠出金充当額

(⑳の(ｲ)(一般拠出金分のみ)

(ﾍ)一般拠出金

(⑩の(ﾍ)‐㉒の(ﾎ))
(ﾄ)今期納付額((ﾆ)＋(ﾍ))

期

別

納

付

額

3,897,887 円 139,188 円 円

㉒
第

1

期

初

期

全

期

又
は

(ｲ)概算保険料額

(⑭(ｲ)÷⑰＋次期

以降の円未満端数)

(ﾛ)充当額(⑳の(ｲ)) (ﾊ)不足額(⑳の(ﾊ)) (ﾆ)今期労働保険料

((ｲ)－(ﾛ)又は(ｲ)＋(ﾊ))

1 2 3 項
39還付額

， ， ，

5 1 2 3 4 5項 ●

38円
1 2 3 4

(ﾛ) (⑱－⑩の(ｲ))

1 項

37
円

差引額

充当額 139,188 円 円 ㉛法人番号

⑱ 申 告 済 概 算 保 険 料 額
円

㉑ 増 加 概 算 保 険 料 額
(⑭の(ｲ)-⑲)● ● ●●

⑳ (ｲ) (⑱－⑩の(ｲ)) (ﾊ) (⑱－⑩の(ｲ))
30充当意思

⑧⑩⑫⑭欄の金額の前に「￥」記号を付さないで下さい。

円

⑲ 申告済 概算 保険 料額

項

29 3
項

30延納の申請 納 付 回 数

※検算有無区分 ※算調対象区分 ※データ指示コード ※再入力区分 ※修正項目

－－
項

28

⑮事業主の郵便番号（変更のある場合記入） ⑯事業主の電話番号（変更のある場合記入）
⑰

－

円， ， ， ， ，
4 8 6 1

項
276 0 9

項
26

千円
雇用保険分

(ﾎ) (ﾎ) １０００分の (ﾎ)

円， ， ， ， ，
8 7 9 8

項

235 5 9
項

22
千円

労災保険分
(ﾛ) (ﾛ) １０００分の (ﾛ)

千円 円， ， ， ， ，
9 3 6 5 9 項

211 1 6項
20

まで

区 分 ⑫ 保 険 料 算 定 基 礎 額 の 見 込 額 ⑬保険料率 ⑭ 概 算 ・ 増 加 概 算 保 険 料 額 （ ⑫ × ⑬ ）

労働保険料
(ｲ) (ｲ) １０００分の (ｲ)

9 年 3 月 31 日4 月 1 日 から 令和概

算

･

増

加

概

算

保

険

料

算

定

内

訳

⑪ 算 定 期 間 令和 8 年

（注1） 千円 円， ， ， ， ，
8 1 8 3 項

361項
35

(ﾍ) (ﾍ) １０００分の (ﾍ)
一 般 拠 出 金

円， ，
8 6 9 6

項

196 1 0
項

18
千円

雇用保険分
(ﾎ) (ﾎ) １０００分の (ﾎ)

円， ， ， ， ，
2 4 0 1

項

145 6 3
項

13
千円

労災保険分
(ﾛ) (ﾛ) １０００分の (ﾛ)

7
項
12

千円 円， ， ， ， ，
1 7 4 1 0 9

項
11 1

(注1)

一

般

拠

出

金

は

延

納

で

き

ま

せ

ん

石

綿

に

よ

る

健

康

被

害

の

救

済

に

関

す

る

法

律

第

3

条

第

1

項

に

基

づ

き

、

労

災

保

険

適

用

事

業

主

か

ら

徴

収

す

る

一

般

拠

出

金

労働保険料
(ｲ) (ｲ) １０００分の (ｲ)

まで

区 分 ⑧ 保 険 料 ・ 拠 出 金 算 定 基 礎 額 ⑨保険料・拠出金率 ⑩ 確 定 保 険 料 ・一 般拠 出金 額 （ ⑧× ⑨）
(注2)

8 年 3 月 31 日4 月 1 日 から 令和

9 8 埼玉労働局

労働保険特別会計歳入徴収官殿

確

定

保

険

料

算

定

内

訳

⑦ 算 定 期 間 令和 7 年

1 0 5
人 項

7

項

9

項

10

項

6

十 万 千 百 十

④常時使用労働者数 ⑤雇用保険被保険者数 ※保険関係 ※片保険理由コード
十 万 千 百 十 人

－
日 項

4
項
5－

年

－
月月

－
日 項

3

元号元号

－
年

－

0 0 0
項

2 さいたま市中央区新都心１１番地２
ランド・アクシス・タワー15階

②増加年月日（元号：令和は9） ③事業廃止等年月日（元号：令和は9） ※事業廃止等理由

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ －1 1 3 ＊ ＊ 9

枝 番 号 管轄(2) 保険関係等 業 種 産業分類

あて先　〒３３０－６０１６

05 113 9416 92

項
1

令和　8　年　6　月　11　日

※ 各 種 区 分
①

労働

保険

番号

都道府県 所掌 管 轄 基 幹 番 号

種 別 ※修正項目番号 ※入力徴定コード

第3片「記入に当たっての注意事項」をよく 読んでから記入してく ださい。

OCR枠への記入は上記の「標準字体」でお願いしま す。石綿健康被害救済法 一般拠出金 （一括有期事業を含む。）

下記のとおり申告します。 提 出 用

4 5 6 7 8 9
様式第６号　（第２４条、第２５条、第３３条関係）　（甲） 標準

字体 0 1 2 3
労働保険 概算・増加概算・確定保険料 継 続 事 業

申告書

不足額

口 座

不足額

1:労働保険料
のみに充当

2:一般拠出金

のみに充当
3:労働保険料

及び一般拠出

金に充当

口 座

35
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所掌

月 円

月 円

月 円

月 円

月 円

月 円

月 円

月 円

月 円

月 円

円

の

事務組合

名称 代表者氏名

　さいたま市中央区新都心１１－＊

労働保険事務組合　埼玉協議会 理事長　　埼玉　太郎

埼玉 労働局労働保険特別会計歳入徴収官　　殿  電話　　（　０４８　）‐（　６００　）
　　　　　　　　＊＊＊＊　番

労働保険 所 在 地

上 記 の と お り 報 告 し ま す 。

人
計

（郵便番号　３３０　‐　＊＊＊＊　）　　　

１　加入

２　脱退、自動消滅等

令和　8年　７月　6日

円円
　　年　月　日
　～　年　月　日

１　加入

２　脱退、自動消滅等

円円
　　年　月　日
　～　年　月　日

１　加入

２　脱退、自動消滅等

円円
　　年　月　日
　～　年　月　日

１　加入

２　脱退、自動消滅等

円円
　　年　月　日
　～　年　月　日

１　加入

２　脱退、自動消滅等

円

1,231,878
計2名

円
　　年　月　日
　～　年　月　日

１　加入

２　脱退、自動消滅等

円

3,500 3 106,459 319,3770 0 4 川口　二郎
円

　８年１月20日
　～８年３月31日

１　加入

２　脱退、自動消滅等

円

10,000 3 304,167 912,5010 0 4 川口　一郎
円

　８年１月20日
　～８年３月31日

１　加入

２　脱退、自動消滅等

円円
　　年　月　日
　～　年　月　日

１　加入

２　脱退、自動消滅等

円

8

円

425,834 3,406,672

計1名
円

　　年　月　日
　～　年　月　日

１月分の保険
料算定基礎額

特例による保険
料算定基礎額

0 0 3 熊谷　保
　７年４月１日
　～７年11月28日

１　加入

２　脱退、自動消滅等

円

14,000

給 付 基 礎
日　　　　 額

当該保険料算定期間に

おける特別加入期間

特　例　に
よ る 理 由

1 1
加　入
月　数

別紙様式第２号

令和　7　年度分

特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳
（労働保険事務組合用）

１枚のうち　　１枚目

労働保険
番　　　号 ✽ ✽ ✽ ✽

枝
番号

府　　　県 管　　　轄 基　　幹　　番　　号

1 ✽ ✽ ✽ ✽

特別加入者
氏　　　　 名
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４．年度更新の手続 

（１）申告・納付期限 

※ 口座振替の利用の有無にかかわらず、申告期限は７月 10 日(労働局必着) 
となります。 

申告・納付期限が土曜日に当たるときはその翌々日、日曜日に当たる 
ときは、その翌日が申告・納付期限となります。 

もし、申告・納付期限をすぎると･･････ 

 
 
 

＜延納する場合の納付期限＞ 
 納付期限 口座振替日 

1 期 7 月 10 日  9 月 6 日 

2 期 11 月 14 日 11 月 14 日 

3 期 2 月 14 日  2 月 14 日 
※ 納付期限及び口座振替日が土曜日に当たるときはその翌々日、日曜日に当たるときは 

その翌日が納期限及び振替日となります。 

（２）申告書内訳（電子）について 
事務組合委託事業場のデータ管理のシステム化促進を図ることを目的として、事務組合 

が「保険料・一般拠出金申告書内訳」の内容を電子化したものを提出した場合には、 
報奨金（電子化分）が交付されます。 
※ 申告書内訳等を電子媒体（CD 又は DVD）で提出する場合でも、紙媒体での提出は 

必要になります。 
※ 電子媒体の提出期限も申告・納付期限と同様です。 
※ 厚生労働省が指定した、データ形式で作成してください。 

令和８年度以降の年度更新においては、「申告書内訳情報（新ﾃﾞｰﾀ形式）」の CSV 形式のみ 

提出可能となりますのでご留意ください。 

※ 詳細は厚生労働省作成の 
「労働保険 年度更新 申告書の書き方」（㉒ 報奨金(電子化分)のお知らせ） 

をご確認ください（以下抜粋です）。 
・ ＤＶＤ・ＣＤはウィルス対策ソフト等で事前にウィルスチェックを行ってください。 

・ 申告書内訳（電子）のデータ内容は、年度更新時に提出する申告書内訳（紙） 

と同じ内容です。 

ただし、第 2 種特別加入保険料に係る申告書内訳（組様式第 6 号(乙)）及び、 

第 3 種特別加入保険料申告内訳（海特様式第 1 号）に係る内容は含みません。 

・ ＤＶＤ、ＣＤのラベルには、①～⑤について記載してください。 
① 事務組合の名称 
② 労働保険番号 

全ての労働保険番号を記載してください(枝番号は不要）。なお、労働保険番号が 
複数になる等により記載できない場合には、ラベルには「労働保険番号は別紙」とし、 
別紙に記載してください。 

③ 「令和○年度申告書内訳」の記載 
④ 作成日付 
⑤ 口座振替を行っている場合には「口座振替」と記載 

    ・ 提出された DVD、CD は返却いたしません。システムへの登録が終了し、保存期間 

が満了した後に、労働局にて厳重に廃棄処理します。 

○ 労働保険事務組合に対する報奨金が交付されません。 
○ 追徴金及び延滞金を徴収されることがあります。 

７月 10 日 

事務組合の名称 

労働保険番号 

令和○年度申告書内訳 

 

○月○日作成 

口座振替 
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　○　申告書等提出先：埼玉労働局総務部労働保険徴収課

（一人親方） （海外派遣）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※ｼｽﾃﾑ使用事務組合
で出力 △ △ △ △ △

※ｼｽﾃﾑ使用事務組合
で出力 ○ ○ ○ ○ ○

※ｼｽﾃﾑ未使用事務組合

○ ○ ○ ○ ○

ラベルに

○ ○ ○ ○ ○ ○

※ｼｽﾃﾑ使用事務組合
で出力 ○

労働保険等

※ｼｽﾃﾑ未使用事務組合

○

○

○

○

○

（３）申告書等提出先及び主な提出方法

＊　令和７年度中に終了した元請工事がない場合は、提出の必要はありません。

【組様式第６号(乙)】

【海特様式第1号】
　第３種特別加入保険料申告内訳

［１,２枚目を提出、
　３枚目は事務組合用］

【海特様式第2号】
　名簿

（それぞれ３枚複写）

　及び　【続紙】

保険料申告書内訳（第２種特別加入

保険料）（３枚複写）

【別添様式】＊

電子媒体（CD、DVD）

保険料・一般拠出金申告書内訳（３枚）

※　基幹番号末尾２（３）については監督署用は不要

保険料・一般拠出金申告書内訳

（３枚複写）

【組機様式第10号】

【様式第６号（甲）】

【別紙様式第２号】

※　控えは事務組合控か事業主控のどちらかだけでも可

【様式第７号（第34条関係）(乙)】

労働保険一括有期事業報告書

(立木の伐採の事業)（２枚複写）

4

労働保険等　７年度一括有期事業

総括表(建設の事業)（２枚複写）

※　基幹番号末尾２（３）については監督署用は不要

一括有期事業総括表
算定基礎賃金等の報告

労働保険一括有期事業報告書

(建設の事業)（２枚複写）

【様式第７号（第34条関係）(甲)】＊

【組機様式第９号】

＜申告書内訳（電子）＞

提出書類

【様式第６号（甲）】

労働保険概算・確定保険料等申告書

［１枚目を提出、２枚目は事務組合用］

※　年度更新以前に提出したものについてはコピーを提出

基幹番号末尾

△（報奨金（電子化分）交付希望の場合は、上記に併せて提出が必要）

「令和８年度申告書内訳」等の記載

事務組合の名称、労働保険番号(枝番不要)

特別加入保険料算定基礎額特例

計算対象者内訳（２枚複写又は２枚）

（２枚複写）

※　控えは事務組合控か事業主控のどちらかだけでも可

【組機様式第８号】＊

（3枚）

※　基幹番号末尾２（３）については監督署用は不要

労働保険事務組合保険料等

申告書内訳総括表（３枚）

５ ６（７）２（３）０（１）

※　年度更新で必ず提出。賃金集計表及び賃金等の報告は提出不要

８

［１枚目の提出用を提出、２枚目の事業主控は事務組合用］ 

［労働局用・監督署用を提出、事務組合控は事務組合用］ 

［労働局用・監督署用を提出、事務組合控は事務組合用］ 

［労働局用・監督署用を提出、事務組合控は事務組合用］ 

［労働局用のみ提出(監督署控は不要)。事務組合控・事業主控は事務組合用］

［提出用(旧様式の場合、正)のみ提出、事業主控は事務組合用］

［労働局用・監督署用を提出 

事務組合控は事務組合用］ 

い

ず

れ

か

い

ず

れ

か

［労働局用のみ提出(監督署控は不要)。事務組合控・事業主控は事務組合用］

［提出用(旧様式の場合、正)のみ提出、事業主控は事務組合用］
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（４）納付先及び納付方法 

○ 納付先：日本銀行（代理店を含む）、郵便局又は埼玉労働局 

日本銀行（代理店及び歳入代理店を含む）又は郵便局に納付する場合は、納付書の部分を 

申告書から切り離し、納付書のみを金融機関に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事務組合用 

 

事務組合用 

事務組合用 

監督署用 

監督署用 

監督署用 

労働局用 

労働局用 

労働局用 ○ ×
事務組合用 

監督署用 

 

労働局用 

○ 口座振替納付制度利用事務組合については、口座振替日前に事前通知が送付されますので、 

振替額及び、振替口座の残高をご確認ください。また、口座振替後には結果のお知らせが送付 

されますので、こちらについても振替済み額及び、振替口座の残高をご確認ください。 

○ メリット事業を委託解除した場合など、年度更新で確定のみの申告で労働保険番号が廃止に 

なる分については、その労働保険番号については口座振替が行われなくなってしまいます。 

別途、金融機関にて納付書で納付してください。 

口座振替の注意事項 

○ 申告書内訳及び一般拠出金内訳などの各種様式については、申告書の労働保険番号別に分け、 

さらに各様式ともそれぞれの提出先（『労働局用』、『監督署用』、『事務組合控』）ごとに、 

束ねて提出してください。 

 なお、口座振替を利用している事務組合については、申告書下段についている納付書（領 

収済通知書）を、切り離した上で提出してください。 

提出時の注意事項 
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申告書内訳 

メリット適用分 

メリット分

で作成する 

必ず 

記入してください 

（５）メリット制適用事業場の年度更新 

メリット制とは、一定規模以上の事業について災害率の高低に応じて労災保険料率から非業務 

災害率を減じた率を最大 40％の範囲内で増減させる制度です(立木の伐採事業については 35％)。 

メリット制適用事業場の年度更新については、いくつか注意点があります。 

１．申告書内訳の注意点（事務組合で作成） 

メリット制適用事業については、基幹番号全体の申告書内訳とは別個に申告書内訳を作成 

する必要があります。その際、以下の点に注意して作成してください。 

・ 「申告書内訳」及び「一般拠出金内訳」は一般事業場とは分けて、メリット事業場のみの 

内訳にまとめて記入し、上部余白に『メリット適用分』と朱書してください。 

※ メリット適用分の内訳については、合計欄の記入は必要ありません。 

 

 

 

  

 

 

２．申告書の注意点（国から送付されるものを記入） 

メリット制適用事業については、基幹番号本体の申告書（枝 000）とは別個に申告書が作成 

されます。メリット料率は年度単位で適用し、申告書の作成パターンは以下の 4 つがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．新年度 4 月 1 日以降にメリット事業場の委託を受けた場合 

申告の際は、委託前の労働保険番号で通知された『労災保険率決定通知書』の写しを添付して 

いただいた上で、以下のとおり申告してください。 

○ (口座振替制度未利用事務組合) メリット事業場ごとに「申告書」を作成してください。 

○ (口座振替制度利用事務組合) 当該メリット事業場分の「申告書」を本体(枝番号－000)と 

別に作成しても、その分の新年度第 1 期概算保険料の納付は口座振替の対象外となります 

ので、単体で「申告書」を作成せずに、本体(枝番号－000)の「申告書」に含めて申告してください。 

 

【例】基幹番号999990における枝003の事業場に係るメリット制適用 （基準料率…本来の労災保険料率）

R6確定 R7概算 R7確定 R8概算

メリット メリット メリット メリット
継続 料率 料率 料率 料率 ・ 申告書2枚（枝000・枝003）
メリット メリット メリット メリット ・「労災保険料率決定通知書」

料率 料率 料率
確定・概算を枝003の申告書で申告

新規 メリット ・ 申告書2枚（枝000・枝003） （枝000の申告書のR7申告済概算には
メリット 料率 ・「労災保険料率決定通知書」  枝003分のR7申告済概算が除かれて

 印字される）
メリット メリット メリット

今年度 料率 料率 料率

メリット落ち メリット メリット
料率 料率

枝000の申告書に含めて申告
前年度 メリット （枝000の申告書のR7申告済概算には
メリット落ち 料率  枝003分のR7申告済概算が含まれて

 印字される）

※　メリット制適用事業場が複数ある場合は、その数だけ申告書を作成することになります。

基準料率

基準料率

基準料率
・ 申告書2枚（枝000・枝003）

基準料率 基準料率 基準料率

枝003の申告方法

基準料率

R7年度更新(前年度) R8年度更新(今年度)
国から送付されるもの

確定・概算を枝003の申告書で申告

確定・概算を枝003の申告書で申告

基準料率 基準料率 基準料率 ・ 申告書1枚（枝000）
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  ４．一括有期事業総括表の作成における注意点 

メリット事業場における一括有期事業総括表の保険料率は「メリット料率」欄を使用しますが、 

以下に注意してください。 

① 年更申告書と一緒に送付される「労災保険率決定通知書（以下、「通知書」という。）」は、 

令和８年度概算における通知となります。 

② 令和７年度確定にあたっては、昨年送付した「通知書」又は３月に埼玉労働局から送付して 

いる事務連絡「委託事業場のメリット制の適用について」の増減率により作成してください。 

※ 今回送付される「通知書」は、令和８年度確定保険料の算定に使用しますので、 

令和９年度の年度更新まで保管しておいてください。 

③ 「通知書」の「業種番号」は、主たる事業の番号を記入していますので、他の種類の事業が 

ある場合には下表の事業の種類別に、同じ増減率欄に記載のそれぞれの労災保険率を適用して 

ください。 

（例）メリット増減率が増 10%の事業の場合は下表を縦に見ていただき 

       業種番号 33（舗装工事業）は 9.84 

       業種番号 35（建築事業）は 10.39 

       業種番号 37（その他の建設事業）は 16.44 

の率を用いることとなります。 

 

 
-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 基準率 +5 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40

31
水力発電施設

ずい道等

新設事業

32 道路新設事業 6.840 7.360 7.880 8.400 8.920 9.440 9.960 10.480 11 11.520 12.040 12.560 13.080 13.600 14.120 14.640 15.160

33 舗装工事業 5.640 6.060 6.480 6.900 7.320 7.740 8.160 8.580 9 9.420 9.840 10.260 10.680 11.100 11.520 11.940 12.360

34
鉄道又は

軌道新設事業
5.640 6.060 6.480 6.900 7.320 7.740 8.160 8.580 9 9.420 9.840 10.260 10.680 11.100 11.520 11.940 12.360

35 建設事業 5.940 6.385 6.830 7.275 7.720 8.165 8.610 9.055 9.5 9.945 10.390 10.835 11.280 11.725 12.170 12.615 13.060

36
機械装置の組立て

又は

据付けの事業

3.840 4.110 4.380 4.650 4.920 5.190 5.460 5.730 6 6.270 6.540 6.810 7.080 7.350 7.620 7.890 8.160

37
その他の

建設事業
9.240 9.960 10.680 11.400 12.120 12.840 13.560 14.280 15 15.720 16.440 17.160 17.880 18.600 19.320 20.040 20.760

38
既設建築物

設備工事業
7.440 8.010 8.580 9.150 9.720 10.290 10.860 11.430 12 12.570 13.140 13.710 14.280 14.850 15.420 15.990 16.560

（注） 　この表の保険率には、通勤災害に係る率1000分の0.6が含まれています。

 「水力発電・ずい道等新設事業」のメリット料率については、同封の「年度更新申告書の書き方」をご覧いただくか、

 埼玉労働局労働保険徴収課（０４８－６００－６２０３）まで直接お問い合わせ下さい。

業種

番号

令 和 6 年 度 確 定 保 険 料 率 （ 一 括 有 期 事 業 ）年 度

事業の種類
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枝番号の記入はメリット事業場のみとし、その他

は空欄としてください。 

延滞金の納付の場合

は「5」を記入 

所在地及び名称は

ゴム印でも可。 

納付の目的（年度、期別、概算、確定等の区分）

を正確に記入してください。 
金額の訂正はできません。

また、金額の前の記号の横

線は一本⇒ 

５．納付書記入上の留意点 
 

○ 申告書下段に付いている納付書（領収済通知書）の金額を書き誤った場合については、 
種別『30840』の納付書に書き換えて納付してください。 
○ 滞納保険料等の納付については、特に下記に留意のうえ作成し、保険料等の交付があり次第、 
ただちに納付してください。 
○ 延滞金、追徴金の納付には種別『30820』の納付書を使用してください。 
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６．労働保険料等を滞納した場合の事務処理 

 
（1）滞納が発生した場合の対応 

① 事務組合が、委託事業主から各納付期限(口座振替日)に係る保険料・拠出金の納入を受け 

られなかった場合は、先ず以下の対応が必要になります。 

イ． 口座振替を利用している場合 

(ｲ) 金融機関に連絡し口座振替納付を止める 

取引先金融機関に連絡し、口座振替による納付を停止してください。振替停止の手続 

方法や対象の基幹番号分のみ停止対象となるかについては、金融機関によって取り扱いが 

異なりますので、金融機関にご確認ください。 

(ﾛ) 滞納保険料を除いた保険料額を口座振替日までに手納付する 

基幹番号毎に、当該口座振替日に係る滞納分（「労働保険料等滞納事業場報告書」に記載 

すべき額と同額）を除いた保険料・拠出金の額について、手書きで納付書を作成してください。 

必ず、口座振替日までに納付してください。 

(ﾊ) 労働保険料等滞納事業場報告書を提出する（P26 参照） 

当報告書の提出は法定納期限(口座振替日)経過後１５日以内 となっております。提出が 

ない場合は、事務組合に対して督促状を発行し、場合によっては事務組合の口座差押などの 

強制処分を行うことがありますので、必ず提出してください。 

 ※ 口座振替納付を止め、納付書にて口座振替日までに納付した場合でも、後日、口座振替不能通知が発送 
されてしまいますので、ご了承ください。 

ロ． 口座振替を利用していない場合 

(ｲ) 滞納保険料を除いた保険料額を納付期限までに手納付する 

基幹番号毎に、当該納付期限に係る滞納分（「労働保険料等滞納事業場報告書」に記載 

すべき額と同額）を除いた保険料・拠出金の額について、手書きで納付書を作成してください。 

必ず、納付期限までに納付してください。 

(ﾛ) 労働保険料等滞納事業場報告書を提出する（P26 参照） 

当報告書の提出は法定納期限経過後１５日以内となっております。提出がない場合は、 

事務組合に対して督促状を発行し、場合によっては事務組合の口座差押などの強制処分を 

行うことがありますので、必ず提出してください。 

   ② その後の滞納事業場への対応等については、以下のとおり行ってください。 

イ． 納付の督励を行う 

滞納発生後も納入しない事業主に対しては定期的に連絡し、納入督励をしてください。督励 

を行った経過等は、その記録を必ず残すようにしてください（P27 参照）。 

その後の滞納整理に役立てるため、督励記録の提出にご協力いただく場合がありますので、 

具体的に記録を残していただくようお願いします。 

ロ． 納付があったときはその都度、労働保険料等納入事業場報告書を提出する（P27 参照） 

当該報告書の提出がない場合、国へ納付いただいた保険料がどの委託事業主の滞納保険料等

であるかが不明となり収納処理ができませんので、提出もれのないようお願いします。 

なお、翌月 10 日までの提出となっていますが、期日を待たず早めに報告をお願いします。 
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各期の納付期限

の日付を記入。 

1 期：７月 10 日 

2 期：11 月 14 日 

3 期：２月 14 日 

※納付期限が土曜

日 の 場 合 は そ の

翌々日、日曜の場合

はその翌日が納付

期限となる。 

合計を記入。 

徴定区分は右下にある凡

例を参考にしてください 

滞納事業場の「枝番号」、「徴定

年度」、「徴定区分」を記入。 

＜例：徴定年度－徴定区分＞ 

８年度概算 1 期：０８－２１ 

７年度確定不足：０８－６２ 

８ 年 度 拠 出 金：０８－７２ 

（2）労働保険料等滞納事業場の報告 

労働保険料等について、納期限までに納入を受けられなかった委託事業場がある場合は「労働 

保険料等滞納事業場報告書」を作成し、速やかに報告してください。 

  ※ 委託事業主から事務組合への納入方法が分割ではなく１回であって、全額納入を受けられ 

なかった場合であっても、国への納付は分割となりますので、報告については必ず各法定納期 

毎に行ってください(確定不足額、拠出金については１期に含め、概算保険料額は３で除して 

各期に計上してください(円未満の端数は１期に計上してください。)。)。 

なお、法定納期限経過後 15 日以内の提出となっていますが、期日を待たず早めに報告をお願い 

します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊ 

＊ 

＊ 

１０ 

＊ 

＊ 
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（3）労働保険料等納入事業場の報告 

（2）により報告した滞納事業場から労働保険料等の交付を受け、国へ納付したときは「労働 

保険料等納入事業場報告書」を作成し、速やかに事務組合係まで提出してください。 

※ この報告書の提出がない場合、国へ納付いただいた保険料が、どの委託事業主の滞納保険 

料等であるか不明なため、収納処理ができませんので、提出もれのないようお願いします。 

なお、翌月 10 日までの提出となっていますが、期日を待たず早めに報告をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銀行に納付した日を記入。 

滞納報告書で記入した「枝番号」、

「徴定年度」、「徴定区分」を記入。 

合計を記入。 

「内部相殺金」と「延滞金」の

場合は、備考欄にその旨を

必ず記載すること。 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊

＊ 

＊ 

＊ 

◆ 「労働保険料等滞納事業場報告書」及び「労働保険料等納入事業場報告書」の各様式につきましては、 

下記の埼玉労働局ホームページに掲載しています。 

https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-

roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu/roudouhoken_youshiki.html 
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（記入例）

年度
前年度

確定不足
全期・１期 ２期 ３期 延滞金（保） 一般拠出金 延滞金（拠）

平・令　X　年度 ¥50,000 ¥100,000 ¥500

平・令　　　年度

平・令　　　年度

平・令　　　年度

日付 事組　担当者 事業場　応対者 応対方法

納付期限RX.7.10を過ぎても納付がないため、事業場へ電話。
不在のため、留守番電話へ納付するように督励のメッセージを残す。

RX.7.17 労働　太郎
郵送・電話・訪問・

呼出

RX.7.20 労働　太郎 徴収　花子
郵送・電話・訪問・

呼出

滞納事業場　名称 △□海運　株式会社

滞納保険料等　内訳

内容

事務組合　名称 ○×労働保険事務組合

滞納事業場　労働保険番号 １１―３―０１―９９９９９０―９９９

滞納事業場納入督励事跡

代表取締役　徴収花子　様より電話。
資金繰りが厳しく、現金、預金が不足しているとのこと。
取引先から直近の入金がRX.8.10の予定なのでそこまで待ってほしいとのこ

と。

労働局へ当事業場分の第一期滞納事業場報告を郵送提出。

RX.8.3の電話連絡以降、連絡および入金なし。

電話するも不在。留守番電話に督励のメッセージを残す。
また納付するよう督励の文書を送付。

労働　太郎
郵送・電話・訪問・

呼出

RX.8.16 労働　太郎
郵送・電話・訪問・

呼出

RX.7.21
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埼組様式第 1 号 

令和  年  月  日 

 
埼玉労働局労働保険特別会計歳入徴収官 殿 

 
労働保険事務組合    

 
                                         

 

 労働保険料等納入催告の依頼について 

 
令和  年  月  日現在、下記事業場の保険料等が、納入期限を経過しても未納と 

なっていますので、納入催告書の交付を依頼します。 

 
 

記 
 

 

 
 

労働保険 

番号 

府県 所掌 管轄 基幹番号 

    

枝番号 

事業所名称 

及び 

所在地 

未納保険料等内訳 

備考 

 

未納理由 

  

年度確定不足   

年度概算 期   

年度一般拠出金   

合  計   

  

年度確定不足   

年度概算 期   

年度一般拠出金   

合  計   
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 埼組様式第２号  

                                               第         号 

                                                令和  年  月  日  

 

 殿 

 

 

                            埼玉労働局労働保険特別会計歳入徴収官  

 

 

労働保険料等の納入催告について  

 

 

   令和 年 月 日現在、未納となっている下記労働保険料等を、至急、あな

たが事務委託している｢○○○○労働保険事務組合｣へ納付されるよう催告いた

します。  

なお､労働保険料等を完納しないときは､財産差押えの処分を行うこととなる場合もあり

ますのでご留意ください｡ 
 
 

記 
 
 
 

未納となっている労働保険料等 

備  考 

内   訳 金   額 

平成  年度 確定不足    

平成  年度 概算 １ ・ ２ ・ ３ 期   

平成  年度 一般拠出金    

合  計   

 
 
 

 

注意１・労働保険料等を指定期限までに完納しないときは、納付期限の翌日から納入の 

    日の前日までの間について保険料等の額につき法に定める割合で計算した額の 

    延滞金の金額をあわせて納入していただきます｡ 

２・本状到達後、早急に納付できない事情のある場合は、必ず委託先労働保険事務組 

合へ相談してください。  

公 

印 

 

納入催告書には委託手数料等の記載

はできませんのでご注意ください。 
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７．増減訂正・概算修正について（概要） 

 

 

・ 概算に係る訂正 

増額訂正：新規委託の事業場の概算を新たに立てる場合 

減額訂正：申告済みの事業場が委託解除した場合 

（概算保険料が増額になる場合を含む） 

概算修正：申告済みの事業場の概算額を変更する場合 

（概算保険料額が当初の 2 倍を上回る場合又は 2 分の 1 を下回る場合） 

 

・ 提出（持参又は郵送）期間等 

＜増額訂正・概算修正（増額）＞ 

 

 

 

 

 

＜減額訂正・概算修正（減額）＞ 

 

 

 

 

※ 12 月以降に生じた増・減額訂正は翌年度年度更新時期に申告してください。 
※ 上記提出期間外の申告は受付できません。提出期間外に届いた書類は受理せず、そのまま 

返却いたします。 
※ 減額訂正を行い一般拠出金がある場合は、一般拠出金を併せて申告納付する必要はありま 

せん。一般拠出金の算定を行い、委託事業場から徴収した上で、翌年度の年度更新において 
申告・納付して下さい。 
ただし、メリット事業場については申告書による確定精算となるため、一般拠出金の納付 

が必要となります。 
※ 減額訂正については、必ずしも上記摘要の処理にならない場合があります。 
※ 同一の基幹番号で同じ期に、増額訂正と減額訂正がある場合は、申告書内訳は各々分けて 

作成し、申告書はまとめて作成して下さい。 
 

詳細につきましては、埼玉労働局ホームページ掲載の 
【労働保険事務組合 事務処理手引】第４の「３．増減訂正」をご確認ください。 

 
 
 

期 提 出 期 間 摘  要 

２期 ９月１日（月）～９月 18 日（金） 
2 期及び 3 期分の納付書又は口座振替に 

反映される。 

３期 12 月１日（月）～12 月 18 日（金） 3 期分の納付書又は口座振替に反映される。 

期 提 出 期 間 摘  要 

２期 ９月１日（月）～９月 18 日（金） 
3 期分の納付書又は口座振替から反映され、

それを上回る額が 2 期分に反映される。 

３期 12 月１日（月）～12 月 18 日（金） 3 期分の納付書又は口座振替に反映される。 
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８．確定修正について（概要） 

 

〇 確定に係る訂正 

確定修正：申告済みの確定保険料を修正する場合（2 会計年度まで） 

※ 還付が生じる場合及び失業事故による遡及適用（取得日の変更を含む）については 

算定基礎調査を行います。このような事案が発生した場合は、事前に埼玉労働局 

労働保険徴収課事務組合係まで連絡してください。 

 
〇 提出書類等（持参又は郵送） 

・ 保険料等申告書 

・ 保険料申告書内訳 

・ 一般拠出金申告書内訳（労災保険の一般賃金総額が修正になる場合） 

※ 訂正前の「賃金等の報告」（写）と訂正後の「賃金等の報告」（写）を添付して下さい。 

※ 随時受付いたしますが、処理に時間がかかることがありますのでご了承下さい。 
※ 差額分の保険料、一般拠出金については、埼玉労働局から送付される納付書で納付して下さい。 

       

詳細につきましては、埼玉労働局ホームページ掲載の 
【労働保険事務組合 事務処理手引】 第４の「６．確定修正」をご確認ください。 
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事業の種類の分類 番号 事業の種類

林 業 02又は03 林業 60 ／1000 52 ／1000

11 海面漁業（定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。） 18 ／1000 18 ／1000

12 定置網漁業又は海面魚類養殖業 38 ／1000 37 ／1000

21 金属鉱業、非金属鉱業（石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。）又は石炭鉱業 88 ／1000 88 ／1000

23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 16 ／1000 13 ／1000

24 原油又は天然ガス鉱業 2.5 ／1000 2.5 ／1000

25 採石業 49 ／1000 37 ／1000

26 その他の鉱業 26 ／1000 26 ／1000

31 水力発電施設、ずい道等新設事業（※２） 64 ／1000 34 ／1000

32 道路新設事業 11 ／1000 11 ／1000

33 舗装工事業 9 ／1000 9 ／1000

34 鉄道又は軌道新設事業 9 ／1000 9 ／1000

35 建築事業（既設建築物設備工事業を除く。） 9.5 ／1000 9.5 ／1000

38 既設建築物設備工事業 12 ／1000 12 ／1000

36 機械装置の組立て又は据付けの事業 6.5 ／1000 6 ／1000

37 その他の建設事業 15 ／1000 15 ／1000

41 食料品製造業 6 ／1000 5.5 ／1000

42 繊維工業又は繊維製品製造業 4 ／1000 4 ／1000

44 木材又は木製品製造業 14 ／1000 13 ／1000

45 パルプ又は紙製造業 6.5 ／1000 7 ／1000

46 印刷又は製本業 3.5 ／1000 3.5 ／1000

47 化学工業 4.5 ／1000 4.5 ／1000

48 ガラス又はセメント製造業 6 ／1000 6 ／1000

66 コンクリート製造業 13 ／1000 13 ／1000

62 陶磁器製品製造業 18 ／1000 17 ／1000

49 その他の窯業又は土石製品製造業 26 ／1000 23 ／1000

50 金属精錬業（非鉄金属精錬業を除く。） 6.5 ／1000 6.5 ／1000

51 非鉄金属精錬業 7 ／1000 7 ／1000

52 金属材料品製造業（鋳物業を除く。） 5.5 ／1000 5 ／1000

53 鋳物業 16 ／1000 16 ／1000

54 金属製品製造業又は金属加工業（洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。） 10 ／1000 9 ／1000

63 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業（めつき業を除く。） 6.5 ／1000 6.5 ／1000

55 めつき業 7 ／1000 6.5 ／1000

56
機械器具製造業（電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、
光学機械、時計等製造業を除く。）

5 ／1000 5 ／1000

57 電気機械器具製造業 2.5 ／1000 3 ／1000

58 輸送用機械器具製造業（船舶製造又は修理業を除く。） 4 ／1000 4 ／1000

59 船舶製造又は修理業 23 ／1000 23 ／1000

60 計量器、光学機械、時計等製造業（電気機械器具製造業を除く。） 2.5 ／1000 2.5 ／1000

64 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 3.5 ／1000 3.5 ／1000

61 その他の製造業 6.5 ／1000 6 ／1000

71 交通運輸事業 4 ／1000 4 ／1000

72 貨物取扱事業（港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。） 9 ／1000 8.5 ／1000

73 港湾貨物取扱事業（港湾荷役業を除く。） 9 ／1000 9 ／1000

74 港湾荷役業 13 ／1000 12 ／1000

電 気 、 ガ ス 、 水 道
又 は 熱 供 給 の 事 業

81 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 3 ／1000 3 ／1000

95 農業又は海面漁業以外の漁業 13 ／1000 13 ／1000

91 清掃、火葬又はと畜の事業 13 ／1000 13 ／1000

93 ビルメンテナンス業 5.5 ／1000 6 ／1000

96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 6.5 ／1000 6.5 ／1000

97 通信業、放送業、新聞業又は出版業 2.5 ／1000 2.5 ／1000

98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 3 ／1000 3 ／1000

99 金融業、保険業又は不動産業 2.5 ／1000 2.5 ／1000

94 その他の各種事業 3 ／1000 3 ／1000

90 船舶所有者の事業（※１） 47 ／1000 42 ／1000

※１ 平成 22 年 1 月 1 日 に雇 用保 険 法等 の一 部 を改 正 する法 律（ 平 成 19 年 法律 第 30 号 ） により、 船 員保 険 事業 のうち 職 務上 疾 病及 び 年金 部 門が労 災 保 険 に 統 合 さ れ るこ とに

　　伴い「船舶所有者の事業」を新設した。
※２ 業種番号３１「水力発電施設、ずい道等新設事業」を元請として行っている場合、H30.4.1～R6.3.31の間に開始した工事についての労災保険率等については、
　　次ページの＜注意事項＞を参照。

労 災 保 険 率 表
R6.4.1
改  定

運 輸 業

そ の 他 の 事 業

製 造 業

H30.4.1
改   定

労災保険率労災保険率

漁 業

鉱 業

建 設 事 業
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H30.4.1

改   定

R6.4.1

改  定

事業の種類の分類
請 負 金 額 に

乗 ず る 率

請 負 金 額 に

乗 ず る 率

19% 19%

19% 19%

17% 17%

24% 19%

23% 23%

23% 23%

組立又は取付に関するもの 38% 38%

その他のもの 21% 21%

24% 23%

労務費率

18%

実支払賃金額用いて
算出する場合

18%

19%

令和３年２月１日～
　令和３年３月３１日

令和３年４月１日～
　令和６年３月３１日

６４／１０００

６２／１０００

労災保険率

６２／１０００

工事開始時期

＜注意事項＞

業 種 番 号 ３ １ 「 水 力 発 電 施 設 、 ず い 道 等 新 設 事 業 」 を 元 請 と し て 行 って い る 場 合 、 平 成 ３ ０ 年 ４月 から

令和６年３月までの間に開始した工事については、以下の労務費率及び労災保険率によります。

６４／１０００
平成３０年４月１日～
令和３年１月３１日

建 設 事 業

労 務 費 率 表

機械装置の組立て

又は

据付けの事業

舗装工事業

鉄道又は軌道新設事業

その他の建設事業

道路新設事業

水力発電施設、ずい道等新設事業

事 業 の 種 類

既設建築物設備工事業

建築事業（既設建築物設備工事業を除く。）
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 電 話 番 号

川 口 公 共 職 業 安 定 所 〒332-0031 川口市青木3-2-7 048-251-2901

熊 谷 公 共 職 業 安 定 所 〒360-0014 熊谷市箱田5-6-2 048-522-5656

本 庄 出 張 所 〒367-0053 本庄市中央2-5-1 0495-22-2448

大 宮 公 共 職 業 安 定 所 〒330-0852 さいたま市大宮区大成町1-525 048-667-8609

川 越 公 共 職 業 安 定 所 〒350-1118
川越市豊田本1-19-8
　　　川越合同庁舎１階

049-242-0197

東 松 山 出 張 所 〒355-0073 東松山市上野本1088-4 0493-22-0240

浦 和 公 共 職 業 安 定 所 〒330-0061 さいたま市浦和区常盤5-8-40 048-832-2461

所 沢 公 共 職 業 安 定 所 〒359-0042
所沢市並木6-1-3
　　　所沢合同庁舎１、２階

04-2992-8609

飯 能 出 張 所 〒357-0021
飯能市双柳94-15
　　　飯能合同庁舎１階

042-974-2345

秩 父 公 共 職 業 安 定 所 〒369-1871 秩父市下影森1002-1 0494-22-3215

春 日 部 公 共 職 業 安 定 所 〒344-0062
春日部市粕壁東1-20-30
　　　春日部労働総合庁舎３階

048-615-9225

行 田 公 共 職 業 安 定 所 〒361-0023 行田市長野943 048-556-3151

草 加 公 共 職 業 安 定 所 〒340-8509 草加市弁天4-10-7 048-931-6111

朝 霞 公 共 職 業 安 定 所 〒351-0011 朝霞市本町1-1-37 048-463-2233

越 谷 公 共 職 業 安 定 所 〒343-0023 越谷市東越谷1-5-6 048-969-8609

電 話 番 号

さいたま労働基準監督署 〒330-6014
さいたま市中央区新都心11-2
　ランド・アクシス・タワー14階

048-600-4802

川 口 労 働 基 準 監 督 署 〒332-0015 川口市川口2-10-2 048-252-3804

熊 谷 労 働 基 準 監 督 署 〒360-0856 熊谷市別府5-95 048-511-7002

川 越 労 働 基 準 監 督 署 〒350-1118
川越市豊田本1-19-8
　　　川越合同庁舎２階

049-242-0893

春 日 部 労 働 基 準 監 督 署 〒344-8506
春日部市粕壁東1-20-30
　　　春日部労働総合庁舎２階

048-615-9177

所 沢 労 働 基 準 監 督 署 〒359-0042
所沢市並木6-1-3
　　　所沢合同庁舎３階

04-2995-2586

行 田 労 働 基 準 監 督 署 〒361-8504 行田市桜町2-6-14 048-556-4195

秩 父 労 働 基 準 監 督 署 〒368-0024 秩父市上宮地町23-24 0494-22-3725

〒330-6016
さいたま市中央区新都心11-2
　ランド・アクシス・タワー15階

048-600-6203

≪ 公共職業安定所一覧 ≫

名 称 郵便番号及び所在地

≪ 労働基準監督署一覧 ≫

名 称 郵便番号及び所在地

埼玉労働局総務部
　　 労働保険徴収課
　　　　　　事務組合係


